
報告第１２４号                平成１７年 月  日承認  
 

福祉保健部会の事務事業詳細調整について（その２）  
 
福祉保健部会（その２）の事務事業詳細調整について別紙のとおり本協議会

に報告し、その承認を求める。  
  平成１７年７月２５日提出  
 

                 津地区合併協議会  
                     会長 近 藤 康 雄  



番号 項目名専門部会

詳細調整報告項目一覧

分科会

8福祉保健部会 1 福祉総務分科会 5 戦傷病者・戦没者遺族等への援護

7 更生保護事業

5高齢福祉分科会 2 敬老祝金等事業（祝金支給、長寿者訪問)

5 敬老の日のつどい事業

7 緊急通報装置事業



分科会名分科会名分科会名分科会名 福祉総務

統一時期統一時期統一時期統一時期 備　　考備　　考備　　考備　　考
5 H18.4.1

7 H18.4.1

事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧

戦傷病者・戦没者
遺族等の援護

区　　分区　　分区　　分区　　分

部会名部会名部会名部会名 福祉保健

調整結果調整結果調整結果調整結果
●調整内容表（様式４）　調整の具体的内容
・補助の内容については合併までに調整する。

●詳細事項調整結果
１　戦没者遺族福祉事業
（１）目的
　　　遺族会活動事業に対する支援を行うことにより遺族会の高
　　齢化が進む中、生きがいと生活の安定を推進する。
（２）補助対象
　　　遺族会
（３）補助額
　　　遺族会主催追悼式、全国・県戦没者追悼式参加及び遺族会
　　活動事業に対し補助する。
　　　会員数×１，０００円／年
　　　ただし、予算の範囲内とする。

２　傷痍軍人会活動事業補助金
（１）目的
　　　戦傷病者による福祉活動、機能訓練を支援することによ
　　り、高齢化する会員の福祉の向上を図る。
（２）補助対象
　　　傷痍軍人会
（３）補助額
　　　全国・県傷痍軍人会参加及び傷痍軍人会活動事業に対し補
　　助する。
　　　会員数×１０，０００円／年
　　　ただし、予算の範囲内とする。

更生保護事業 ●調整内容表（様式４）　調整の具体的内容
・保護司会の統合にあわせ補助金の統合を行う方向で調整する。

●詳細事項調整結果
１　目的
　　保護司会が実施する事業や研修会等の活動を支援する。

２　補助対象
　　津地区保護司会

３　補助額
　　犯罪を犯した者の更生を助けるとともに犯罪予防のための自
　主研修会や社会を明るくする運動等の活動事業に対し補助す
　る。
　　保護司数×２５，０００円／年
　　ただし、予算の範囲内とする。



分科会名分科会名分科会名分科会名 高齢福祉

統一時期統一時期統一時期統一時期 備　　考備　　考備　　考備　　考
2 H18.4.1敬老祝金等事業
（祝金支給、長寿
者訪問)

事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧

区　　分区　　分区　　分区　　分

部会名部会名部会名部会名 福祉保健

調整結果調整結果調整結果調整結果

２　長寿者訪問
（１）目的
　　　長寿者の訪問を行うことにより、老人福祉の向上を図る。
（２）対象要件
　　　市内に１年以上の住民登録があり、９月１５日現在で男女
　　それぞれの最高齢者
（３）記念品
　　　１５，０００円相当
（４）支給方法
　　　市長等が訪問し最高齢者に贈る。

●調整内容表（様式４）　調整の具体的内容
・敬老事業として、祝金の贈呈と長寿者訪問の二つの事業を行う
方向で調整する。
・祝金の対象者は、市内に1年以上居住し、９月１５日現在で、
満８０歳、９０歳、１００歳の節目を迎える人とし、祝金（また
は記念品）の額については、合併までに調整する。
・長寿者訪問は、市内最高齢者男女各１名に、市長等が訪問し、
記念品を贈る。

●詳細事項調整結果
１　祝金（または記念品）
（１）目的
　　　祝金の支給を行うことにより、老人福祉の向上を図る。
（２）対象者
　　　新市内に１年以上居住し、９月１５日満年齢で８０歳、
　　９０歳又は１００歳の者
（３）支給額（品）
　　ア　８０歳　　　１０，０００円（相当の記念品）
　　イ　９０歳　　　３０，０００円（相当の記念品）
　　ウ　１００歳　　５０，０００円（現金）
（４）支給方法
　　ア　８０歳、９０歳の記念品は市長メッセージを添えて業者
　　　配達
　　イ　１００歳の現金は、市職員が配付



分科会名分科会名分科会名分科会名 高齢福祉

統一時期統一時期統一時期統一時期 備　　考備　　考備　　考備　　考

事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧

区　　分区　　分区　　分区　　分

部会名部会名部会名部会名 福祉保健

調整結果調整結果調整結果調整結果
5 敬老の日のつどい
事業

合併と同時●調整内容表（様式４）　調整の具体的内容
・当該事業の対象年齢を70歳以上とし、小学校区等の地域単位に
て地区社協等による地域に根ざした行事等に対し、支援を行って
いく。なお、支援に係る補助額の算出については、対象者１名ご
との補助額を決定し、実施される各地区人数に総じた額を原則と
して調整するが、地域の状況等により行事実施が困難な地区等に
ついても考慮していく方向で調整する。

●詳細事項調整結果
１　目的
　　敬老の日の集いを行うことにより、地域福祉の充実と、高齢
　者の福祉の向上を図る。

２　補助対象
　　地区社会福祉協議会等

３　助成基準額
　　新市域に住民基本台帳又は外国人登録法の規定に基づき登録
　されている３月３１日現在で７０歳以上の高齢者人数に基づき
　以下の基準で算出する。
（１）行事等を実施する場合
　　　１人あたり８００円（記念品代等を含む）
（２）記念品等を配布のみの場合
　　　１人あたり３００円

４　助成対象経費
　　芸能、アトラクション、講演会、記念品（お菓子等）、健康
　相談など。



分科会名分科会名分科会名分科会名 高齢福祉

統一時期統一時期統一時期統一時期 備　　考備　　考備　　考備　　考

事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧

区　　分区　　分区　　分区　　分

部会名部会名部会名部会名 福祉保健

調整結果調整結果調整結果調整結果
合併と同時

●詳細事項調整結果
１　目的
　　一人暮らし老人等に対し緊急通報装置を貸与することで、そ
　の急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図る。

２　内容
　　電話型及びペンダント型緊急通報装置の貸与

３　対象者
　　６５歳以上で、市民税非課税世帯に属する者のうち、次のい
　ずれかに該当する場合
（１）一人暮らしの高齢者
（２）寝たきりを抱えた高齢者世帯
（３）障害者（肢体１・２級、療育手帳（重度）以上）を抱えた
　　世帯
（４）経過措置
　　　合併前に旧市町村において決定された貸与については引き
　　続き貸与を行う。なお、経費負担については新制度とする。

４　利用料
　　無料（通話料のみ自己負担）

５　協力員
　　近隣の親族や親族のいない場合は近隣の住民を中心に２名以
　上の協力員が必要（２名の協力員が確保できない場合、各地区
　民生委員又は、自治会長）

7 緊急通報装置事業 ●調整内容表（様式４）　調整の具体的内容
・一人暮らし高齢者等の安心確保、在宅生活を支援するものとし
て有効な装置であることから、新市としても引き続き実施する方
向で調整する。
・対象者については所得制限を設ける。なお、現利用者について
は経過措置として継続する方向で調整する。


